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今後の核不拡散・核セキュリティ分野における人材育成について（案） 

 

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ８ 日 

科 学 技 術 ・ 学 術 審 議 会 

研 究 計 画 ・ 評 価 分 科 会 

原 子 力 科 学 技 術 委 員 会 

核不拡散・核セキュリティ作業部会 

１ はじめに 

〇我が国は原子力の平和利用を前提として透明性を確保した上で、ウラン濃縮、

再処理工場を含む核燃料サイクル関連施設を有し、国際的な核不拡散・核セキ

ュリティ規範を遵守しながら原子力活動を実施していることから、核不拡散・

核セキュリティ分野における貢献が国内外で強く期待されている。 

〇平成 29 年６月に本作業部会がとりまとめた「今後の核不拡散・核セキュリティ

研究開発の進め方について（中間とりまとめ）」では、核不拡散・核セキュリテ

ィ研究・技術を支えるものとして、以下が提案されている。 

・核不拡散・核セキュリティの取組を持続的に取り組んでいく上でも文部科学省、

大学、研究機関等の役割を明確にし、中長期的な視点で人材育成を行っていく

ことが不可欠である。 

・同時に、そのような人材育成が可能となるよう核不拡散・核セキュリティに対

する社会からの理解を得ることも重要である。 

・これらの取組を行うことで、人材育成スキームの構築及び核不拡散・核セキュ

リティ文化の醸成を図る。 

〇このような提案に加え、近年、我が国では、核不拡散・核セキュリティ分野の

専門人材の高齢化等の理由により、同分野を担う人材の確保及び育成が急務と

なっている。 

〇持続的な核不拡散・核セキュリティの確保のためには、社会全体に対し、核不

拡散・核セキュリティ分野への関心や興味を喚起する必要がある。 

 〇本作業部会では、核不拡散・核セキュリティ分野における人材育成の実態把握

やキャリアパスの見える化等を課題として集中的な議論を行い、特に将来同分

野の担い手となる学生や若手研究者を対象とした人材育成について課題や今後

の対応策等を取りまとめた。 

〇また、昨今のロシアによるウクライナ侵攻を契機に、核セキュリティ強化の重

要性を主張する機運が高まっている。本作業部会としては、核不拡散・核セキ

ュリティに関し平時の備えとしての人材育成を実施するのみならず、想定外の
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新たな脅威にも柔軟に対応できる人材の育成をも視野に入れた取組を推進する

ことが重要と考える。 

 

２ これまでの主な取組 

〇我が国では、2010 年４月の第１回核セキュリティ・サミットのナショナル・ス

テートメントを受け、核セキュリティの強化に向けて日本原子力研究開発機構

（JAEA）に核不拡散・核セキュリティ総合支援センター（ISCN）を設置し、本

分野における人材育成支援及び技術開発を実施している。 

〇ISCN においては、人材育成として、主にアジアを対象とした核セキュリティ、

保障措置・国内計量管理制度等に関する研修、セミナー等を通して、アジア諸

国等における本分野の法令整備の支援に寄与するとともに、国内原子力事業者

等も対象としてトレーニングを実施している。 

〇また、大学等の関係機関へ ISCN の講師を派遣し、我が国における核セキュリテ

ィの確保や人材育成の重要性について講義・議論するなど、学生等に対する支

援も実施している。 

〇さらに、一部の大学においては、特色ある学位取得プログラムを構築・展開し、

当該分野における人材育成を推進している。 

 

３ 課題 

（１）継続的な教育機会の確保 

  〇核不拡散・核セキュリティ分野は、国際法の理解や実際の核物質の計量管理

や輸送、防護措置等の実務の実施を担うなど、個別の専門領域の壁を越え、

総合的・学術的な知識が必要とされるが、学んだ知識を幅広く活用・応用で

きる分野である一方、原子力関連分野の中でも、どのような内容を扱うのか、

どのようなキャリアパスで、どのような業務に携わることができるのか等の

イメージが容易ではなく、学生や若手研究者をはじめ社会全体にその重要性

や魅力が十分に伝わっていない。 

〇加えて、核不拡散・核セキュリティについて教えることのできる教員が不足し

ている。ISCN における従来の取組では、学生に対する支援については各大学

への個別支援が中心であり、学生が核不拡散・核セキュリティ分野を継続的か

つ系統的に学ぶ機会が十分ではない。 

 

（２）他分野との融合領域の発展 

〇本分野は総合的・学術的な知識が必要であるにも関わらず、情報の機密性保護

の観点から他分野に公開できる情報が限定的であるため、他分野との融合領域
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の発展が進みにくい。新たな分野・技術や融合領域において活躍する人材の育

成に関する検討が必要。 

〇特にサイバーセキュリティ強化のための対応は急務。また、AI を用いたデジ

タル技術の認証・監視・検査等への活用、本分野に活用できる技術は多様であ

り、今後ますます他分野との融合・発展が求められる。 

 

（３）核不拡散・核セキュリティ文化の醸成 

〇前述のとおり、我が国の社会全体を通じて核不拡散・核セキュリティに関する

重要性や魅力に関する認識が十分ではない。 

○学生や若手研究者のみならず将来の子どもたちに本分野の魅力を伝えていくた

めには、社会全体として本分野の重要性を共有し、共感を得ながら核不拡・核

セキュリティの継続的な理解増進に取り組むことが不可欠。 

 

４ 今後の対応策 

（１）短期的な視点で可能な限り速やかに対応すべき事項 

 （継続的な教育機会の確保等について） 

〇核不拡散・核セキュリティ分野で得られる知識・経験は幅広い分野に応用可能

である。人材不足に対応するためには、本分野で習得できる知識の汎用性の高

さをアピールすることで、多様な学問領域から本分野への人材の参入を積極的

に促すべき。 

〇限られた教育資源で効率的かつ効果的に教育を行うためには、ISCN が大学と

の連携を推進する拠点となり、講義等を拡充・広く周知し、本分野の重要性や

魅力に関する認識を促すことで、連携対象大学の学生が学部や専門分野を越え

て自由に参加できる受講ニーズに応じた学習機会を充実させるべき。これによ

り、個別の大学が持つ教員不足という課題を解消するとともに、広く学生に本

分野の重要性をアピールすることができる。 

〇また、連携の際には、大学や研究機関等の既存のネットワークも活用しつつ、

講義や実習の場に電力会社やセキュリティ会社等の民間企業、関連学会及び他

研究機関等からの講師を招へいする、学生部会を有する学会と協働した活動を

実施するなど、大学のみならず幅広いステークホルダーとの横の繋がりを深化

させるべき。これにより、学生に対し本分野に進むことに対するイメージや動

機付けを与えるとともに、例えば ISCN が有する核物質防護実習フィールドを

活用した産学連携プロジェクトの創出といった副次的効果が期待できるなど、

核不拡散・核セキュリティ自体のグレードの底上げをもたらすことができる。 

〇技術的な能力のみならず、多様な文化的背景をもつ人々、異なる意見を持つ
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人々の意見を調整しまとめることができる総合的なマネジメント力、また自身

の専門性を軸にその他学問領域の知識を理解し統合して考える能力を養うべき。 

〇国際機関で活躍するための専門性やマネジメント力をつけるためのキャリアパ

スも重要であり、例えば IAEA をはじめとする国際機関、海外の研究機関への

インターンシップや出向等積極的な人材交流を充実するなど、人材育成におけ

る国際連携を強化するべき。 

 

 （他分野との融合領域の発展等について） 

〇今後も核不拡散・核セキュリティを確保していくためには、サイバーセキュリ

ティや AI 等の知識も重要な要素の一つである。当該知識について高度な専門

性を持った人材を引き入れ、総合してディフェンス力の高い核不拡散・核セキ

ュリティを構築するため、各分野の機密性も鑑み、更に検討していくべき。 

〇ISCN においては、IAEA が実施するサイバーセキュリティに関わるトレーニン

グを日本語に訳して国内向けトレーニングとして提供するなど、現在において

も国際レベルの教育を提供する体制が整備されていることから、例えば本制度

等を発展させ、核不拡散・核セキュリティを学ぶ学生に対してもサイバーセキ

ュリティ等の新分野に触れる機会を提供することも有効である。 

 

（２）中・長期的な視点で継続的に取り組むべき事項 

（核不拡散・核セキュリティ文化の醸成等について） 

〇本分野は前述のとおり、個別の専門知識のみならず、その時々の社会情勢によ

り常に学ぶべき内容が変動し続けることからも、柔軟性及び適応性を備えた人

材の育成について継続的に検討する。 

〇また、社会全体が取り組むべき課題として、一人ひとりが自分事として捉えら

れるような社会形成が求められる。そのためにも、本分野の重要性に関する広

報活動の推進やリスクコミュニケーションの充実など、社会全体を対象として

取組を継続して実施していくことが有効である。 

 

５ おわりに 

  〇本報告書では、核不拡散・核セキュリティ分野の人材育成に着目し、課題及

び今後の対応策について取りまとめたところであるが、昨今の国際動向を踏

まえれば、いつなんどき想定外の事態が発生するかは予測不可能である。 

  〇例えば、今般のロシアによるウクライナ侵攻は、国際秩序の根幹を揺るがす

未曾有の事態として国際社会に大きな脅威をもたらした。このことは、本分

野においても、平時の備えのみならず、想定外の事態に備えることの必要性
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を改めて考える大きな契機となった。 

〇今後は国際社会としても、新たな脅威に対応するため核セキュリティの一層の

強化が求められることが予想される。 

〇我が国としても、核拡散や核テロの脅威に対する安全・安心な社会の構築をミ

ッションとする ISCN において、ドローンや AI 検知技術を用いたトレーニング

コースの新設、事案発生後の対応に備えた演習強化、核物質防護実習フィール

ドの拡充等について早急に検討する必要がある。 

 


